　　　坂祝町福祉施設事業に係る公募型プロポーザル方式実施要領

１　主管課
　　坂祝町　福祉課
　　〒５０５－８５０１　岐阜県加茂郡坂祝町取組４６番地１８
　　ＴＥＬ：０５７４－６６－２４０６
[bookmark: OLE_LINK2]E-mail：fukushi@town.sakahogi.gifu.jp

２　事業概要
（１）福祉施設事業
（２）事業の趣旨
現在の福祉施設は、養護老人ホーム及び養護老人ホームに併設する小規模特別養護老人ホームとしてそれぞれ平成９年及び平成１０年から福祉施設として高齢者の心身の健康や生活の安定を図る役割を担ってきた建物である。
令和８年に町が寄贈を受けたが、福祉施設を民間事業者の活力やノウハウを用いて最大限に活用することを目的に、福祉施設を借り受け、運営する事業者（以下「運営者」という。）を選定するため、公募型プロポーザルを実施する。
（３）貸付物件
本事業に係る貸付物件は、下表のとおりとする。
	[bookmark: OLE_LINK7]区分
	所　　在
	貸付面積
	備　　考

	[bookmark: _Hlk226021471]建物
	坂祝町黒岩字中内１４９番地２
	[bookmark: OLE_LINK6]3,456.72㎡
（1階2,085.47㎡
2階1,371.25㎡）
	鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺２階建

	土地
	坂祝町黒岩字中内１４９番地２
	5,547.20㎡
	地目：宅地



	区分
	種　　類
	備　　考

	付属設備等
	別紙１の一覧表のとおり。
	残置物含む。



（４）貸付期間
令和８年７月１日から令和２３年６月３０日まで（１５年間）とする。ただし、町と運営者双方の合意があった場合は、更新できるものとする。
（５）運営要件
運用者は、福祉施設を活用するに当たり、「２（２）事業の趣旨」に沿った福祉施設として運営すること。

３　貸付物件の使用条件
（１）貸付物件の使用に係る光熱水費、通信費等は、運営者の実費負担とする。
（２）貸付物件は現状での貸付けとし、貸付開始日以降の修繕費用を含む貸付物件の維持管理の費用は、運営者の負担とする。
[bookmark: _GoBack]（３）備品は現状での貸付けとし、貸付開始日以降の更新・修繕費用は運営者の負担とする。
（４）事業を廃止する際は、運営者が建物を撤去し更地にすること。
（５）貸付料は、坂祝町福祉施設に係る普通財産の貸付けに係る事務処理要綱（令和８年坂祝町訓令第４１号）により算出した額とする。
（６）運営者が貸付料を納入期日までに納入しないときは、町は政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示（昭和２４年大蔵省告示第９９１号）で定める割合の遅延利息を徴収する。
（７）運営者は、貸付物件を事業目的以外の目的に使用してはならない。
（８）運営者は、貸付物件の賃借権を第三者に譲渡し、又は第三者に転貸し、若しくは担保に供することはできない。
（９）運営者は、貸付物件について必要に応じて損害保険に加入すること。
（１０）運営者は貸付物件の現状を変更しようとするときは、あらかじめ文書をもって町の承諾を得ること。なお、現状変更に係る設計、工事等は、運営者が自らの責任及び費用において実施するものとする。
（１１）運営者が貸付契約の規程に違反したときは、町は条件を付して貸付契約を解除することができる。
（１２）前号の規程による貸付契約の解除によって生じた損害については、町は賠償の責めを負わない。

４　参加資格
参加事業者は、次の要件を全て満たしていること。
（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しないこと。
（２）国税及び地方税を滞納していないこと。
[bookmark: OLE_LINK18]（３）坂祝町が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱（平成２２年坂祝町訓令第２０号）別紙に掲げる排除措置要件のいずれにも該当しないこと。
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、会社更生法にあっては、更生手続開始の決定、民事再生法にあっては、再生手続開始の決定を受けている者は除く。

５　失格要件
参加事業者が、参加表明書を提出してから運営者が決定されるまでの間に、次のいずれかに該当したときは、当該参加事業者を失格とし、審査の対象から除外するものとする。この場合において、町は当該参加事業者に対して、失格の理由を付して文書で通知するものとする。
（１）参加資格要件を満たさないこととなったとき。
（２）提出書類に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないとき。
（３）一つの参加事業者が複数の提案を行ったとき。
（４）提案書等の作成に当たり、第三者の著作権を侵害する提案をしたとき。
（５）参加表明書又は提案書等に虚偽の内容が記載されているとき。
（６）参加事業者が不渡手形又は不渡小切手を出したとき。
（７）会社更生法の適用申請等により、契約の履行が困難と認められる状態に至ったとき。
（８）審査の公平性に影響を与える行為があったとき。
（９）著しく信義に反する行為があったとき。

６　参加に関する留意事項
参加に関する留意事項は、次のとおりである。
（１）参加事業者は、提案書等の提出をもって本要領の記載内容を承諾したものとみなす。
（２）参加に関して必要な費用は、参加事業者の負担とする。
[bookmark: OLE_LINK8]（３）本要領に基づき参加事業者から提出される提案書等の著作権は、当該参加事業者に帰属する。
（４）採用、不採用に関わらず、町は本プロポーザルの報告及び公表等のために必要な場合は、提案書等の内容を無償で使用できる。
（５）参加事業者は、本要領に基づき提出した提案書等を、提出期間内に限り補正することができる。なお、町は、提出された提案書等の返却はしない。
（６）町が必要と認めるときは、参加事業者に対し追加書類の提出を求め、また、記載内容に関する聞き取り調査を行うことがある。
（７）町は、本プロポーザルに係る情報公開請求があったときは、坂祝町情報公開条例（平成１３年坂祝町条例第１号）に基づき提案書等を公開することがある。
（８）参加事業者が提案した内容は、実現を約束したものとみなす。

７　スケジュール
	項　　　目
	実施日・期限等

	[bookmark: _Hlk227227170]参加表明書、提案書等の提出期限
	[bookmark: OLE_LINK9]令和８年５月２５日（月）午前９時から
令和８年６月　５日（金）午後５時まで

	質問の受付
	[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK15]令和８年５月２５日（月）午前９時から
令和８年５月２９日（金）午後５時まで

	質問への回答（最終）
	[bookmark: OLE_LINK11]令和８年６月　２日（火）

	[bookmark: _Hlk227160979]第１次審査（書類審査）
	令和８年６月　８日（月）

	第２次審査
（プレゼンテーション及びヒアリング）
	[bookmark: OLE_LINK14]令和８年６月１２日（金）（予定）

	最優先候補者及び審査結果の公表・通知
	令和８年６月下旬

	賃貸借契約の締結 
	令和８年７月１日（予定）



８　応募方法
（1） 提出書類
[bookmark: OLE_LINK16]　　①公募型プロポーザル方式参加表明書（様式第１号）
　　②国税及び地方税に滞納がないことを明らかにする書類
※証明書は、募集の公告の日（令和８年５月２５日（月））以後に交付された　ものに限る。
　　③誓約書（様式第２号）
　　④履歴書（任意様式）
※法人の場合は履歴事項全部証明書。
※既に事業を開始している場合は事業の目的や、内容、その結果等を記載、
又は記載した書類を提出すること。
⑤企画提案書（任意様式）
※提案書は、次に掲げる事項を記載し、「１４ 審査基準」の評価基準に沿っ
た提案内容とすること。
　　　ア　施設の活用方法、事業内容、コンセプト
　　　イ　運営体系（運営日、運営時間等）
　　　ウ　経営能力
　　　エ　事業所に関すること
　　⑥会社案内等のパンフレット
　　　※パンフレットがない場合は、提出不要とする。
（２）提出部数
６部（正本１部、副本５部：Ａ４版、頁制限なし。カラー印刷可。）
※６部のうち、正本（１部）以外の副本（５部）には、参加事業者が特定で　きる語句及びマーク等を記載してはならない。
（３）提出期間
令和８年５月２５日（月）午前９時から
令和８年６月　５日（金）午後５時まで
（４）提出先及び問い合わせ先
坂祝町福祉課福祉係（坂祝町役場２階）
〒５０５－８５０１　岐阜県加茂郡坂祝町取組４６番地１８
[bookmark: OLE_LINK12]ＴＥＬ：０５７４－６６－２４０６
[bookmark: OLE_LINK13]E－mail：fukushi@town.sakahogi.gifu.jp
（５）提出方法
提出先へ直接持参（土日祝日を除く午前９時から午後５時まで）又は郵送（受取日時及び配達されたことが証明できる方法とし、提出期限までに送付物の到着確認を電話により行うことと。）により提出。
（６）参加資格の確認（提出書類確認）
町は、提出された書類から参加資格の有無を確認し、参加資格を有しない事業者に対しては、その結果を令和８年６月８日（月）までに書面により通知（発送）する。

９　説明会
本事業の説明会は実施しない。ただし、貸付物件の見学を希望する場合は、日時を指定して案内するため、質問受付期間内に坂祝町福祉課へ連絡すること。

１０　質問の受付・回答
（１）提出先
坂祝町福祉課
ＴＥＬ：０５７４－６６－２４０６
E－mail：fukushi@town.sakahogi.gifu.jp
担当者：山口
（２）提出方法
参加事業者は、法人名又は個人名、担当者名、担当者連絡先及び質問内容を簡潔にまとめ、Ｅメールで提出するものとし、送信時には必ず電話で受信の確認（土日祝日を除く午前９時から午後５時まで）を行うものとする。
（３）受付時間
令和８年５月２５日（月）午前９時から
令和８年５月２９日（金）午後５時まで
（４）回答方法
質問は適宜又はまとめて電子メールにより全参加事業者へ回答する。なお、軽易な事項（実施要領や仕様書の記載内容の確認等）については、その都度個別に回答することがある。

１１　審査委員会
本プロポーザルの審査は、坂祝町福祉施設プロポーザル事業者選定委員会（以下「審査委員会」という。）が行う。

１２　審査手順等
本プロポーザルの審査は、第１次審査及び第２次審査の２段階で実施する。なお、両審査とも審査過程は非公開とする。
（１）第１次審査（書類審査）
審査委員会は、提案書等について、「１４ 審査基準」に示す審査基準に従って評価を行い、得点の合計が最も高い提案から上位５者を選考する。ただし、評価の低い事業者が複数あるときは、５者に満たない事業者を選考することがある。なお、第１次審査の最低基準点は満点の７０％とする。
　　※第１次審査は、参加事業者が５者を超えた場合のみ実施する。
　　※第１次審査における各事業者の点数の採点方法は、「１３ 最優先候補者の選考・決定」に記載のとおりとする。
　　※第１次審査終了後、全参加事業者に対し書面で審査結果を通知する。
　　※第１次審査の点数は、第１次審査の通過・非通過の決定のみに利用し、第２次審査においては利用しない。
（２）第２次審査（プレゼンテーション及びヒアリング）
第１次審査を通過した参加事業者を対象に、次のとおりプレゼンテーション及びヒアリングを行い、「１３ 最優先候補者の選考・決定」に従い、第２次審査を実施する。なお、開始時間及び場所は、第１次審査通過者に別途通知する。
①町時間
・プレゼンテーション　２０分以内
・ヒアリング　　　　　２０分程度
・入退室、機材設置等　１０分以内
②審査の順番
提案者等の受付順（第１次審査後に開始時間及び場所とともに通知する。）
③留意事項
プレゼンテーション等は、提案者が提出した提案書等の記載内容のみと　し、新たな内容の資料提示は認めない。
※参加事業者は、提案書の内容を説明するためパワーポイント等のソフトウェ　アを利用することができる。これらを使用する場合は、事前にその旨を町へ連絡すること。
※スクリーン、電源コンセント及びプロジェクターは町が用意するが、それ以　外に必要な機材（ＰＣ、ポインター、プロジェクターへの出力ケーブル等）は参加事業者が準備すること。
[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20]※使用するプロジェクター 型番：ＥＰＳＯＮ　ＥＢ－Ｕ３２
（３）審査の結果
審査の結果は、全参加事業者に文書をもって通知する。また、最終審査結果は、町のホームページ上でも公表する。なお、選考理由及び点数についての問い合わせには回答しない。

１３　最優先候補者の選考・決定
（１）最優先候補者の選考
審査委員会は、プレゼンテーション及びヒアリングにおいて「１４ 審査基準」に従って審査を実施し、第２次審査の最低基準点に達した者の中から、合計得点の最も高い者を最優先候補者、２番目に高い者を次点者に選考する。
第２次審査の最低基準点は満点の７０％とする。なお、第１次審査及び第２次審査において、各参加事業者の点数は、各審査委員が採点した合計点数（１００点満点）の全審査委員の合計とする。ただし、参加事業者ごとの評価点数のうち最高点数と最低点数を除いた上で合計点を算出するものとする。なお、最高点数又は最低点数が複数存在する場合でも、削除するのは最高点数１つ、最低点数１つのみとする。
審査の結果、最優先候補者又は次点者が複数ある場合は、同点の者を比較して評価項目のうち「企画の妥当性」の高い順に順位をつける。「企画の妥当性」も同点の場合は「地域との協調性」の高い順とし、「地域との協調性」も同点の場合は「経営能力」の高い順に順位をつける（同点の場合の比較は、前述の最高点数又は最低点数の削除は行わずに集計した上で比較する。）。
（２）優先先候補者の決定
審査委員会において最優先候補者及び次点者を決定する。

１４　審査基準
審査における評価項目及び配点は次のとおりとする。
	評価項目
	評価基準
	配点

	企画の妥当性
	福祉施設の目的に沿った事業計画となっているか
	１０

	
	事業計画は具体性があり、利用者のニーズを踏まえたものとなっているか
	１０

	
	施設管理や安全管理の体制は確保されているか
	１０

	地域との協調性
	地域と良好な関係づくりに配慮し、地域から必要とされることが期待できる提案であるか
	２０

	経営能力
	経営に必要な技術、知識、経験等、経営していくための能力（資金計画・確実性・継続性）があるか
	２０

	事業所に関すること
	事業を適切に実施できる人員を有しているか
	１０

	
	福祉施設を実施する法人としてふさわしい経営方針をもっているか
	１０

	
	既設の事業所を良好に経営した実績はあるか
	１０

	合　計
	
	１００



１５　契約の締結
（１）審査結果に基づき、最優先候補者として決定した参加事業者と契約の締結交渉を行う。ただし、最優先候補者と契約条件等で合意に至らなかった場合、又は審査終了後、失格事項のいずれかに該当することになった場合は、契約の締結を行わないものとし、次点の者と契約締結交渉を行う。
（２）契約締結後、貸付物件に数量の不足その他契約の内容に適合しないことを発見した場合においても、町はその損害等に関して責任を負わない。 

１６　その他
（１）本プロポーザルにおいて使用する言語は日本語、通貨単位は日本円、単位は計量法（平成４年法律第５１号）に定めるもの、時刻は日本標準時とする。
（２）貸付物件の賃貸借契約以外に、事業内容によって、町の関係課と連携、協定等の締結について協議を依頼することがある。



様式第１号

[bookmark: OLE_LINK17]年　　月　　日

　坂祝町長　宛


所在地（住所） 
商号又は名称（氏名） 
代表者職氏名 　　　　　　　　　　　　　㊞



公募型プロポーザル方式参加表明書



　業務名　福祉施設事業

上記業務について、公募型プロポーザル方式に参加します。










（連絡担当者） 
所属 
氏名 
電話 
FAX 
E-mail




様式第２号

誓　　　約　　　書

年　　月　　日

　坂祝町長　宛


所在地（住所） 
商号又は名称（氏名） 
代表者職氏名 　　　　　　　　　　　　　㊞
　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先（電話）

以下の事項にいずれも該当しないことを誓約します。 


記


１　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者

２　国税及び地方税を滞納している者

３　坂祝町が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱（平成２２年坂祝町訓令第２０号）別紙に掲げる排除措置要件に該当する者

４　会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者




